
滋賀国スポ活躍選手採用促進事業 実施要項 

  

１ 目 的    

滋賀で開催する第 79 回国民スポーツ大会（以下「滋賀国スポ」という。）において、成年種別の

強化を図るため、全国および国際スポーツ大会で活躍するトップアスリート、指導者（以下「選手等」

という。） に対し、県内企業等（以下「企業」という。）への就職支援を行い、滋賀国スポにおいて

天皇杯を獲得するとともに、滋賀国スポ終了後も安定した競技力を確保することを目的とする。  

  

２ 対 象  

（１） 選手等 

滋賀国スポの正式競技に取り組んでいる選手等で、次に掲げる条件のいずれかを満たし、(公

財)滋賀県スポーツ協会加盟の競技団体会長が推薦する者。 

採用後は「滋賀県選手団」の一員として国スポにおいて優勝・入賞に貢献すること。 

①  国民体育（スポーツ）大会および（公財）日本スポーツ協会または（公財）日本オリン

ピック委員会の加盟団体が主催または後援する全日本選手権大会等に出場し、個人・団体 

として８位以上の成績を収めた者。  

②  本県の成年種別の競技力向上に必要な存在として、滋賀県競技力向上対策本部（以下「対

策本部」という。）が特別に認めた者。  

（２） 企業 

県内に本社又は事業所を有し、全国・国際スポーツ大会で活躍する選手等を採用する意志があ

り、競技活動への理解と協力ができる企業。  

  

３ 事業内容 

（１） 企業訪問 

県内の企業に対して、選手の採用に向けた事業の説明や広報を行い、協力いただける企業には

個々に訪問して、雇用条件等の確認、求人登録に向けた説明を行うなどして、選手を採用してい

ただける企業の開拓を行う。 

（２） 選手の発掘・確保 

滋賀国スポで入賞できる選手については、競技団体からの情報をもとに対策本部と連携して、 

大学等を訪問し選手の発掘・確保を行う。 

（３） 就職事前説明会 

選手採用に協力いただける企業を集めて、競技団体から推薦のあった選手を対象とした就職

説明会を対策本部が開催し、企業と選手のマッチングを行う。 

（４） 企業に対する支援 

   選手等の採用を促進するため、雇用企業には奨励金を支給する。（採用年度１回に限る） 

 

４ その他 

  奨励金の支給方法等については別途定める。 

   

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 


